
 

長岡市暮らしと地域の応援商品券事業 参加店募集要項 

 

物価高騰の影響を受ける市民の生活を支援し、地域経済の活性化を図るため、長岡市暮らしと地域の

応援商品券事業を実施します。 

本要項は、標記商品券（以下「商品券」といいます。）を利用できる店舗（以下「参加店」といいま

す。）の募集要件を提示するものです。 

 

 

１ 商品券の概要 

発行者 長岡市 

商品券名 長岡市暮らしと地域の応援商品券 

配付対象者 

 

令和８年３月１日時点で長岡市の住民登録基本台帳に登録がある市民 

（約252,000人） 

配付金額 １人あたり10,000円（1,000円券×10枚） 

使用期間 令和８年4月中旬から10月20日（火）まで 

換金方法 
長岡市内の指定金融機関に、商品券、「換金申込書」及び金融機関の入金伝

票をお持ち込みください。 

 

 

２ 応募資格・要件 

長岡市内に事業所、店舗等を有する、次のいずれにも該当しない事業者 

・ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団またはその構成員 

の利益になる活動を行う者 

  ・ 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行う者 

  ・ その他、市が参加店にそぐわないと判断した者 

 

 

３ 商品券の取扱い 

資金決済法に準じます。なお、以下のものは利用対象外です。 

・ たばこ、市指定ゴミ袋、ビール券・図書券・ギフト券・プリベイドカード・切手・宝くじ等換金

性の高いもの、国税・地方税・公共施設の使用料 

  ・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条に規定する性風俗関連特殊営業に要す

る支払い 

  ・ その他、市が事業の趣旨にそぐわないと判断したもの 

 

 

４ 費 用 

参加費及び商品券換金手数料は、いずれも無料です。 

 

 



５ 申し込み 

（１）申込方法 

オンライン申込フォーム（下記 QR コード）または申込書を記入し、ファックス、持参または 

郵送により提出してください。 

なお、長岡市共通商品券協同組合加盟店は申込不要です（参加しない場合のみ、同組合にご連絡く

ださい）。 

 

   ＜提出先：長岡市共通商品券協同組合＞ 

〒940-0061 長岡市城内町２丁目６番地 22 ホクエンビル４階 

TEL：0258-86-7107 FAX：0258-86-7152 

営業時間：平日９時～17 時 定休日：土・日・祝日 

 

（２）申込受付期間 

   令和８年１月 22 日（木）から令和 8 年 2 月 27 日（金）まで（必着） 

   ※上記期間は、別途作成する「参加店一覧」に掲載できる期限です。 

    これ以降も随時受付し、長岡市共通商品券協同組合ホームページに掲載します。 

 

（３）申込後の手続き 

・ 参加店として登録した場合、同組合から以下のものを送付します。 

    ① 店舗コードの通知 

    ② 参加店表示 POP（ポスター）、換金申込書 

 

６ 商品券換金金融機関 

  指定取扱金融機関は次のとおりです。 

  ・ 第四北越銀行     ・ 大光銀行       ・ 長岡信用金庫 

  ・ りそな銀行      ・ 富山第一銀行     ・ 新潟県信用組合 

  ※ 長岡市外の支店で換金されたい場合は同組合にご連絡ください。 

 

商品券の資金化には３～4 営業日かかりますのでご理解ください。 

商品券の換金期限は、令和８年 11 月 20 日（金）までです。 

期間後の換金は一切できませんので十分ご注意ください。 

 

７ 問い合わせ先  

参加店募集・換金に関すること 商品券事業全体に関すること 

長岡市共通商品券協同組合 

〒940-0061 長岡市城内町２丁目６番地 22 

  ホクエンビル４階 

Tel. 0258-86-7107  FAX：0258-86-7152 

E-Mail otoiawase@nagaoka-shohinken.jp 

長岡市暮らし・地域の応援商品券室 

〒940-0062 長岡市大手通 2-6 

フェニックス大手イースト 6 階 

Tel. 0258-89-5300  FAX：0258-36-7385 

E-Mail  syougyo@city.nagaoka.lg.jp 

【申込フォーム】 


